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1【論点１】 衛星放送

現状と課題

○ 広域性や経済性、大容量性や高品質性といった他の伝送手段にはない強みを持つメディア

○ ハードとソフトが制度上分離されており、経営リスクを分散した効率的な事業運営が可能

○ インターネット動画配信等のサブスクリプションサービスとの競争が激化

○ 有料の衛星放送の加入者数は漸減傾向

○ NHKの衛星波のうち右旋の見直しが行われ、2024年３月末にBSプレミアムが削減される予定

○ 衛星放送のネットワークインフラの維持・管理に係るコストの効率化が課題

○ ＢＳ左旋において空き帯域が多く存在し、空き帯域の有効利用が課題

◆ 衛星放送は広域性や経済性、大容量性や高品質性といった他の伝送手段にはない特性を有しており、衛星

放送を取り巻く環境が大きく変化している中で、衛星放送の持続可能性の確保という観点も踏まえつつ、衛星

４Ｋ放送の拡充、受信環境の改善、ケーブル事業者との連携等、ソフト・ハードの連携により取り組む短期・中

期にわたる諸課題への対応に関して、新たなＷＧを立ち上げるなど具体的・専門的な議論・検討を行う場を設

ける必要があるのではないか。

◆ 衛星放送においては、今後ＮＨＫのＢＳ波の削減による影響も懸念されるところ、マスメディア集中排除原則

も含めた衛星放送の制度においては、今いるプレーヤーが協調できるような方向を前向きに考えて制度設計

をしていく必要があるのではないか。

論点（案）



2【論点１】 衛星放送

◆ 衛星放送におけるマスメディア集中排除原則について、放送の多様性の維持という点で問題がないのであ

れば、衛星放送のシステムの安定運用の観点からも、経営の選択肢を拡大する方向性で考え、放送の多元

性については柔軟に考えるべきではないか。

◆ 衛星放送におけるマスメディア集中排除原則の緩和は、昨今の衛星放送を取り巻く環境の急激な変化を鑑

みると、衛星放送のメディアパワーの低下を防止するための一つの手段になり得るのではないか。

◆ 衛星放送におけるマスメディア集中排除原則に関して、認定放送持株会社におけるトランスポンダ数の保有

上限規制について第一次取りまとめにおいては、「現時点においてはＢＳ放送に割り当てられる総トランスポン

ダ数に変更がないことに鑑みて現状維持とすべきである」としたところ、その後の放送を取り巻く環境変化を踏

まえ、衛星放送事業者の経営の強化や安定化等に迅速に対応し、衛星放送における番組の多元性・多様性

を確保する観点から、改めて検討することが必要ではないか。具体的には、地上放送における認定放送持株

会社の扱いを踏まえ、経営の選択肢の拡大に資する観点から、衛星放送において認定放送持株会社の関係

会社に係るトランスポンダの支配制限を緩和することが適当ではないか。

◆ 放送コンテンツを受信することができる環境を維持するという観点から、中山間地域などの伝送にかかるコ

スト負担が大きい地域において、左旋の空き帯域を活用して放送を代替することは、有効な手段のひとつにな

り得るのではないか。

論点（案） （つづき）
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【構成員の主な意見】

➢ 放送を終了する、それに伴い市場を退出するところもあり、昨年取りまとめをしたときから状況に変化が生じていることを考えると、衛星においてもマス排
のルールを緩和して、衛星基幹放送事業者の安定的な確保のための再検討を行うという方向性に賛同する。（第15回 大谷構成員）

➢ ネットでの動画配信サービスが急成長している状況というのは、地上波よりも衛星放送に顕著な影響が生じるものではないか。（第15回 大谷構成員）

➢ これまで地上波の放送について中心的に議論してきたが、公共性のある上質な放送コンテンツという観点では衛星放送も例外ではなく、持続可能性の
ある衛星放送を維持するという将来像を描くために、課題の洗い出しなどの検討の開始を前倒しにしていく必要があるのではないか。（第15回 大谷構
成員）

➢ 一見すると、インフラのコストについてはさらに、効率化のための共用などを探る余地があるのではないか。それによってチャンネル構成を工夫したり、
高価なコンテンツの調達などに注力できる余地を増やしていくことに意味があるのではないか。（第15回 大谷構成員）

➢ マスメディア集中排除原則の見直しについて、基本的に賛同する。（第15回 瀧構成員）

➢ ハード・ソフト分離が既に進んでいて、かつ固定費が低い世界というので、ここでのコンテンツや放送の在り方をちゃんと検討することが、実際には地上
波側での議論の未来を示すことにも資するのではないか。競合環境がより現れているこの領域での、今後の戦略やマーケットの成立について議論を尽
くしていくことが大事なのではないか。 （第15回 瀧構成員）

➢ マスメディア集中排除原則の見直しについて、さらにまた環境が変化をしているということで、しっかり見直していくことが重要。（第15回 落合構成員）

➢ 設備共用であったりも併せて考えていくことは大事な視点になってくると思う。インフラ側の連携でコストの削減であったり、より合理的な業界としての事
業展開ができるのかを考えていただけると非常にいいのではないか。（第15回 落合構成員）

➢ 昨今の放送を取り巻く環境を鑑みると、経済合理性の追求が最重要課題になるだろうと認識しているが、衛星放送のサービス時間率が低下することは
避けなければならない（第16回 伊東座長代理）

➢ Ｂ-ＳＡＴ、ＪＳＡＴはいずれも株式会社ということで、それぞれの経営方針に基づいて運営されているのは理解しているつもりだが、有料の衛星放送の加
入者数が漸減傾向にあること、また衛星放送を牽引してきたＮＨＫが２Ｋ番組を削減するとのことで、今後、衛星放送のメディアパワーが低下するのでは
ないかと懸念している。こうした状況を十分酌み取っていただいて、両社間でもフランクな議論を進められ、インフラコストの低減を実現していただきたい。
（第16回 伊東座長代理）

➢ 左旋波の有効活用におけるスカパーJSATからの提案について、ブロードバンドバンド代替とケーブル代替も含めた選択肢の一つとして考えるのか。さ
らにその場合の住民負担と放送事業者負担がどのようになるかは、これは選択肢によってかなり変わってくると思う。今後届かないところへの中計鉄塔
の整備との兼ね合いの検討が必要。（第16回 奥構成員）

➢ できる限り連携して事業を行っていただくということで、事業継続の可能性を高めていただくことは大事。また、代替の場面における活用の可能性も見据
えて、総務省でもいろいろな選択肢をしっかり確保して放送局の方々にもいろいろ選択をできるような形を整えていただきたい。（第16回 落合構成員）

➢ 統合新衛星の共同化について協議の場を設けて、実務的課題についての検討を開始することが必要。減価償却費についても長期的には解決策が見
つかるかと思う。（第16回 大谷構成員）

論点１に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

➢ 実際に共同衛星を実現するには、専門的並びに技術的な観点から、より突っ込んだ検討が必要になるものと思われる。今後インフラコストの低減策や
共同衛星の調達などについて、しかるべきところで、詳細かつ集中的に検討することが望ましい。（第18回 伊東座長代理）

➢ あくまで放送事業者の自主的な判断によるが、新衛星放送方式に移行する２Ｋ番組が増加すれば、空き帯域が創出され、その帯域を新たな４Ｋ放送に
割り当てることができる。このような循環が生まれると、４Ｋ放送の公募を一定のサイクルで実施することが可能になるとともに、放送用周波数の有効利用
にも貢献することになる。ＢＳ右旋の将来像を明らかにし、こうした循環を実現するための具体的な方策や課題についても、しかるべきところで検討する
必要がある。（第18回 伊東座長代理）

➢ 衛星放送については、その持続可能性を担保するということが必要だと思うが、早期に結論を得るべき優先順位の高い課題というものがあると思う。安
定運用とインフラコストの合理化の両立という論点については、インフラコストの合理化についてはまだまだ検討の余地があると思うし、衛星の打ち上げ
などは本当に時間がかかるものだと思うので、すぐにでも検討の場を設ける必要がある。その点、時間軸を置いて、タイムラインに課題を位置づけて、そ
のための検討策をもう既に開始するということを、ぜひお願いしたい。（第18回 大谷構成員）

➢ 安定運用とインフラコストの合理化の両立について、スカパーＪＳＡＴらからも見解が示された諸論点について、さらに深掘りするため、専門的・技術的な
観点から、タスクフォースなりワーキンググループといった検討の場をもつことが必要ではないか。（第18回 林構成員）

➢ ＢＳは多様な番組づくりに資するプラットフォームとしての可能性もあれば、広域的に放送を届けることもでき、宇宙開発と打ち上げのコストに異なる経済
圏が今出来上がっている中で、議論が尽くされるべき対象だと思う。特にネットのいろんな番組がどんどん侵食してきているというような立場にある中で、
衛星放送には地上波より大きな影響がもたらされていると思う。一方で、ハードとソフトは分離されているので、本来は自主的な新しい取組がしやすいと
いう立場でもあるという、ある種放送産業のこれからを占う要素がとても強いのではないか。ＢＳは放送制度の今後をちゃんと占う上でも、戦略やマーケッ
トの成立の可能性について、専門的な議論の場が設置されるべきではないか。ソフト・ハード分離がされてきていても、なお様々に経営環境の課題があ
るところ、打ち上げのコスト自体が変わってきていることをどうとらまえるか、あるいは、最終的に予備的な衛星だったりとか、飛ばしているパネルの確保と
か、そういった安定運用のエコノミックスをちゃんと見た上で今後を見るような検討の場が必要ではないか。（第18回 瀧構成員）

➢ 新たな検討の場もぜひ設けていただいて、専門の先生方にきちんと議論していただいて政策を決定していくということが、非常に必要なこと。（第18回
長田構成員）

➢ 視聴者の側からの意見として、衛星放送をケーブルテレビを通して見ている場合に、新しく技術に合わせて設備を変えていくというのは、様々なところで
いろんな課題が出ていると思う。人口減少地域でのいろんなコストの問題もあると思うが、設備の入れ替えのところで非常に時間もお金も、そしてみんな
の同意を得ることも含めて、いろいろ課題が大きいということになっている中で、新たな衛星放送を見たいと思っても、それがなかなか叶わないという課
題も出てくるのではないかと思い、その辺も見据えて、総務省としても政策を考えていただきたい。（第18回 長田構成員）

➢ 衛星放送の安定的なサービスの提供という意味では、ハード・ソフト分離がされている中においても、やはりハードの在り方というのは非常に重要になっ
てくるので、指摘があった論点について検討しながらということが非常に大事。その中で、特に２つのインフラ事業者が支えているという状況の中で、短
期的なものだけではなく、中期的に様々な経営の在り方も含めて議論していくことが重要であると思う。一方でそういった中で競争法における規律も考
慮しながら、適切な形で、インフラやハード面での基盤の提供が安定的にできるような形の議論が必要。（第18回 落合構成員）

論点１に関する構成員等の主な意見②
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【構成員の主な意見】

➢ 衛星放送というのは今後非常に可能性のあるメディアなのではないか。例えば新規参入したBSよしもとの例のように地方創生といった点でも興味深い取
組をしている。（第18回 林構成員）

➢ ケーブル事業者による衛星放送の再送信が重要な伝送手段となっていることを踏まえると、衛星放送事業者とケーブルテレビ事業者の一層の連携を図
るための方策を検討することがきわめて重要。たとえば、４Ｋ８Ｋ放送をはじめとする多チャンネル放送を受信できる環境の整備といった点も論点になる。
特に新４Ｋの衛星放送の対応機器の普及率がまだまだ低いことをふまえると、２Ｋ放送に加えて、４Ｋ放送を受信できるＡ－ＣＡＳ対応のセットトップボッ
クスへの円滑な切り替えといった点も論点になる。（第18回 林構成員）

➢ ケーブルテレビの事業者との連携についても同様に、しっかり進めていっていただければと思う。（第18回 落合構成員）

➢ 衛星放送の諸課題を検討するにあたっては、衛星業界内の課題が当然ある一方で、ケーブル、地上波、ブロードバンドと、各媒体を横串で見ていく視
点というものも必要になってきている。各媒体間で協調しながら取り組んでいかなければならない問題と、互いに競争しながら取り組んでいく領域とに分
かれてくるのではないか。（第18回 飯塚構成員）

➢ 衛星放送に限って議論をするべきでなく、ブロードバンド、ケーブル、そしてテレビ全体、特に地上波との兼ね合いも含めて、衛星放送固有のスペックで
実現できるパフォーマンスというのを、横断的に考える必要がある。（第18回 奥構成員）

➢ 協調的に取り組む領域としては、例えば地上波のブロードバンド代替の議論において、衛星も代替手段の一つとして、あるいは地上波を補完する手段
として、各地域の実情に応じて選択可能にしておくことが必要になってくる。（第18回 飯塚構成員）

➢ 日本では、４Ｋ放送の伝送媒体というのは、短期・中期的には、衛星、ケーブルまたはブロードバンドが牽引していくことになると推測されるので、特に４
Ｋコンテンツ制作においては、衛星の果たす役割というのも重要になってくる。また４Ｋコンテンツに関しては、ブロードバンド経由によるストリーミング
サービスによって視聴するケースというものも増えてきていると承知をしている。４Ｋコンテンツ制作への投資というのを、衛星はもとより、放送業界全体と
して行っていって、４Ｋ番組の絶対数を増やしていくことが、最終的には、４Ｋ対応のテレビの買替え需要につながっていくのではないか。（第18回 飯
塚構成員）

➢ 安定運用とインフラコストの合理化の両立については、ＢＳとＣＳの衛星統合だとか、衛星監査の一元化など、衛星業界として合理化を進めると同時に、
アップリンク設備の集約・合理化の一環として、地上波も含めたマスター設備を共用化していくということも、放送業界全体としての合理化を進めるため
には、検討の余地があるのではないか。（第18回 飯塚構成員）

➢ 競争的な領域として、昨今の大手ストリーミングプラットフォーマーの台頭だとか、またケーブル事業者と対等に競争していくためには、基幹放送として
の衛星プラットフォーム事業について、チャンネル編成やチャンネルのパッケージ化などが行えるように規制緩和をしていくのも、検討の余地がある。
（第18回 飯塚構成員）

➢ 過去数回、複数チャンネルの公募の機会があったが、環境的には今までと大分流れが違うのではないか。特に、今後ＮＨＫのＢＳの減波の際の各局へ
の影響も、かなり大きいのではないか。これはつまり、ＮＨＫが引っ張ってきたユーザーが少なくなるということが懸念されることもあるので、いわゆるマス
排緩和も含めた競争環境ということでの規定よりは、今いるプレーヤーが協調できるような方向を少し前向きに考えて、制度設計をしていく必要がある。
（第18回 奥構成員）

論点１に関する構成員等の主な意見③
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【構成員の主な意見】

➢ マスメディア集中排除原則は、放送の多元性・多様性・地域性という形で並列されている中で、あえて単純化してヒエラルキー的にいうと、放送の多様性
がまずもって第一義であって、その実現のために放送の多元性といったものが、それに奉仕するという立てつけになっていると考えると、放送の多様性
の維持という点で問題がないのであれば、システムの安定運用の観点からも、経営の選択肢を拡大する方向性でここは考えて、その観点から放送の多
元性については柔軟に考えるべきではないか。今後、どういった緩和策が考えられるのかについては、地上波の場合を参考にしながら、いくつかの選
択肢を提示していただいて、その選択肢のなかでより望ましい策についてさらに検討を深めるべきではないか。（第18回 林構成員）

➢ 昨夏から様々な検討の中において、多元性や多様性・地域性といったところに大きな影響を与えないことを確認した上での様々な緩和を行ってきたが、
今この時点では衛星放送における同様のマス排の見直しについての要望がある中で、緩和の対応をしていくことが整合性の取れた対応なのではない
か。具体的には、認定放送持株会社について、衛星基幹放送を支配可能な状況をつくるということが必要なのではないか。 （第18回 瀧構成員）

➢ 昨今の衛星放送を取り巻く環境の急激な変化を考えると、衛星放送のメディアパワーの低下の危惧を抱いており、メディアパワーの低下を防止するため
の一つの手段になり得ると考えられ、さらに放送事業者からの具体的な要望もあるので、認定放送持株会社傘下のＢＳ放送事業者が使用できるトラポン
数の上限については、緩和しても差し支えないのではないか。 （第18回 伊東座長代理）

➢ マスメディア集中排除原則は、放送の多元性・多様性・地域性を一つの重要な利益と考えて、この点を確保するために設けられているものと思っている。
地域性に関する部分は、地上波のローカル局と比べると、やや薄い部分もあるのではないか。既に地上放送において認定放送持株会社について整理
がされているという中で、認定放送持株会社については、衛星基幹放送事業者同士の場合に課される以上に上乗せされているマス排を大幅に緩和し
ていき、衛星基幹放送事業者同士の場合の制限と同じにしていくことは、適当ではないか。（第18回 落合構成員）

➢ 地上基幹放送事業者同士のマスメディア集中排除原則について、一部緩和をしていただいた部分もあり、必ずしも認定放送持株会社の場合だけでは
なく、このマスメディア集中排除原則について検討いただいたほうがいいのではないか。（第18回 落合構成員）

➢ 再緩和については、認定放送持株会社傘下のＢＳ放送事業者の部分は、ぜひ進めていただければと感じている。（第18回 奥構成員）

➢ 地上波で編成的に報道やスポーツ中継で通常編成の兼ね合いやあるいは尺が合わないときに、柔軟な編成方針によってＢＳ側への送客をするとか、
いろんなことも含めてやっていかないと、縦割りで壁をつくっていても、ユーザーがついてこないのではないか。要は、自分の局に視聴者を引きつけて
おくのは今まで重要だったわけだが、「送客することによって、逆からの送客も受けられる」というような柔軟な発想で、テレビコンテンツの送り出しと受け
手の関係を、もっとうまい関係にできないのかなという印象を持っており、今回の議論がそういったトリガーになればと期待している。（第18回 奥構成員）

論点１に関する構成員等の主な意見④



7【論点２】 ＡＭ局のＦＭ転換・ＦＭ補完中継局の整備

◆ ＦＭ転換等に当たっては、再免許時における一定期間のＡＭ局の運用停止に係る特例措置の運用を通じて、

住民及び事業者の経営への影響に関する検証等を行い、これを踏まえて総務省で必要な対応を検討すべき

ではないか。

◆ ＦＭ転換等に当たっては、ＦＭ補完中継局による放送を受信するためにはワイドＦＭが聴取できる受信機が

必要である点について、普段からラジオを聴取している層、災害時などにラジオを聴取する層など、ラジオの利

用者層や利用形態を踏まえた十分な周知広報が必要ではないか。

◆ ＮＨＫによる「主たるＦＭ補完中継局」の整備について、整備の必要性や他の適切な手段の有無、民間放送

事業者との公平性を考慮した上で、一定の条件のもとにこれを認めることが妥当ではないか。

現状と課題

○ ラジオ放送は、特に災害時において公共性の高い情報を伝えるメディアとして重要

○ ラジオ事業者は経営環境が厳しく、特にＡＭラジオを中心に、放送ネットワークインフラの維持が困難

○ 難聴対策や災害対策のため、ＦＭ補完中継局に係る制度整備を実施

○ ラジオ放送事業者の経営の選択肢を増やすため、ＦＭ転換・ＡＭ局廃止（ＦＭ転換等）の検討に当たり、一

定期間のＡＭ局の運用休止を行うことが可能となるよう、本年 11 月予定の再免許時に特例措置を設けること

とし、総務省は本年３月に基本方針を策定

○ ＦＭ補完中継局による放送を受信するためにはワイドＦＭに対応した受信機が必要

○ radikoやらじる★らじるといったインターネット配信（通信）の取組は進んでいる

○ ＮＨＫの放送ネットワークの耐災害性強化として、主たるＦＭ補完中継局の整備が必要となる箇所が存在

論点（案）
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【構成員の主な意見】
➢ ＦＭ転換については、制度設計を迅速に対応して民放の皆さんの経営の選択肢を増やすということ、ＮＨＫの場合は公共放送という使命も含めて進め
るように、進めていただきたい。（第15回 奥構成員）

➢ ＦＭ転換に関して、現在ラジオを楽しんでいらっしゃる方々、それと、災害時に何かあったときのために情報源としてラジオを持っているけれども、ふだ
んは聴いていない方々の２種類考えて広報をきちんとしていただきたい。（第15回 長田構成員）

➢ 災害時におけるラジオが果たす役割に関連して、特に車の中で聴く、いわゆるカーラジオのＦＭ放送の対応というのを並行して進めていく必要がある。
災害時に避難所代わりに車を使う方、大雪で立ち往生してしまった車の運転手など、カーラジオが災害情報やローカル情報を得る重要な手段にもなっ
てくると考えられる。今後、ＡＭからＦＭへの放送転換や、ＦＭ放送の周波数拡張を踏まえれば、カーラジオのＦＭ対応にも配慮をしながら検討を進め
ていく必要がある。（第15回 飯塚構成員）

➢ FM補完中継局が必要となる地域では聴取者がどうしても高齢層に偏っている部分もあると思うので、そこに適した告知が大事。（第15回 瀧構成員）

➢ ＮＨＫの提案については、様々な対策をされた上でここだけはという提案だったと思うので、対策を進めていただければ良い。（第15回長田構成員）

➢ 災害対策上、必ずしも好ましくない場所にＡＭ放送の送信所が設置されている地域で、AM放送の送信所が被災した際にも放送サービスを継続するた
めに、FM補完中継局の設置は必要。（第15回 伊東座長代理）

➢ 現行制度では「主たるＦＭ補完中継局」の設置がＮＨＫには認められていないが、それを設置する以外に適切な手段が見当たらない場合には特例措
置としてその設置を認めても良いのではないか。ただし、その際の放送用周波数については、現状割当てられている90MHzから95MHzの周波数帯の
混雑状況を勘案すると、この帯域での割当ては難しいかもしれないので、95MHz以上のいわゆるＶ－Ｌｏｗ帯域の利用について検討する必要がある。
（第15回 伊東座長代理）

➢ ＮＨＫからの提案は進めるべきと思う。一方で、ＮＨＫが新たに割当を受けられることにより、民放側においてこの周波数の帯域を利用しようとしたときに
個別にバッティングしてしまうことがないのかどうかは大事なのではないかと思う。今後、利用したいという民放が出られるときに障害にならないような形
で割当の調整をしていただくことは前提として非常に大事ではないかと思う。（第15回 落合構成員）

➢ 屋内で聴くケースや外出先での地下街・地下鉄・建物の中・地下駐車場といったところで災害に遭ったときということを考えると、同じコンテンツ、放送内
容であってもＡＭ波だけでなく、ＦＭ波も含めて様々な伝送手段で聴けた方が良い。（第15回奥構成員）

➢ 放送でのリーチは大事なことだが、ブロードバンド代替という話がテレビにも起こっているということを考えれば、ｒａｄｉｋｏ、らじる★らじるでの放送をネット
側で出すということがここまで早くできているというのをうまく活用して、全体で設計していくことがすごく重要ではないか。（第15回 奥構成員）

➢ これまでの検討の中でも、例えば放送波についてブロードバンドの利用も考えてきていることもある。現状においてＦＭ補完局の整備でアジェンダが立
てられていると思うが、今後のより中期的な検討を考えていく中では、通信も利用した中でどういう形であまねく伝えられるようにしていくかの設計も大事
になってくると思う。（第15回 落合構成員）

論点２に関する構成員等の主な意見①



9【論点３】 ケーブルテレビ

現状と課題

○ ケーブルテレビは、ネットワーク整備を通じた高い世帯普及率を背景に、地上放送や衛星放送の再放送を通

じて放送の普及を担ってきた特徴を持つメディア

○ 放送サービスのほか、通信サービスも提供し、地域のＩＣＴベンダとしての役割も有する

○ 地上デジタル放送化の際は辺地共聴施設の巻取りなど、円滑な移行に貢献

○ 放送法上「一般放送」の扱いであり、放送法で課されている規律や責務が基幹放送とは異なる

○ ケーブルテレビにおけるネットワークの耐災害性強化として、ネットワークの光化が課題

○ 地上デジタル放送化の際に設置した共聴施設の更新等に係る費用負担が課題

○ 地方自治体が運営するケーブルテレビについて、設備更改やサービス提供の継続性が課題



10【論点３】 ケーブルテレビ

◆ ケーブルテレビは、地域における放送の受信環境の維持の重要な担い手であり、小規模中継局の代替の

有効な選択肢の一つになると考えられ、小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム

において、実証を行いつつ円滑な代替実施に向けた検討を進めているところである。

◆ 他方、一般放送であるケーブルテレビは、「あまねく受信」や災害放送といった放送法で定められる規律や

責務が、地上基幹放送とは異なっているところ、災害時を含めた地域における安定的な放送視聴環境の確

保という観点から、制度上の課題がないか検討する必要がある。

◆ ケーブルテレビによる小規模中継局の代替を具体的に進めるに当たっては、公正競争の確保及び経済合

理性に留意しつつ、地上基幹放送事業者との調整のほか、自治体を含めた地域住民への十分な周知・説明

が求められるのではないか。このため、費用負担を含めた関係者間の協議のプロセス、地域住民への説明・

周知の在り方、地上基幹放送の責務（あまねく受信）との関係、国が果たすべき役割等についてより具体的

に検討する必要があるのではないか。また、検討に当たっては地上基幹放送事業者及びケーブルテレビ事

業者の意見も聴取しながら進めることが必要である。

◆ ケーブルテレビは、組合員の減少や施設の老朽化などの課題を抱える辺地共聴施設や自治体が運営す

る公設ケーブルテレビ施設の移行先になり得ると考えられるが、採算性の問題から支援がなければケーブ

ルテレビエリア化や更改が進まない辺地共聴施設や、公設ケーブルテレビ施設の民設移行が進まない地域

も存在するため、そのような地域については、国による支援を強化する必要があると考えられる。また、辺地

共聴施設については、維持管理に係る相談を受け付ける窓口の設置を検討するべきではないか。

論点（案）
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【構成員の主な意見】

➢ 小規模中継局等の代替としてのケーブルテレビについて、人口減少・設備老朽化における放送受信環境の維持・整備という観点からは極めて重要。
放送をめぐる環境が劇的に変わる中、地域における放送の送受信環境の維持の担い手としての役割が増している。（第17回 林構成員）

➢ ケーブルテレビはすぐにでも小規模中継局等の代替先として十分に期待できる。その際、代替を進めるに当たって、地上放送局との調整のほかに、視
聴者側も対応する必要があり、自治体、地域住民も含めて調整を進めることが重要。移行に当たって、住民への事前の周知を丁寧に実施し、納得を得
つつ進めていくことが重要であり、特に視聴者に生じる費用についても説明を十分に行っていただく必要がある。（第17回 林構成員）

➢ 現在ＢＢ代替をユニキャストでやるという議論が進んでおり、小規模中継局等の代替について、一部衛星放送でもという話があったが、どの方式をどの
部分でお願いするのかエリア毎の議論になる。最終的には経済合理性、特にコストの安い方法と住民負担の少ないところで選んでいくということになろ
うかと思う。（第17回 奥構成員）

➢ ケーブルで小規模中継局等の代替をやるということは、制度面で言えばふたかぶせが必要のない放送という形でできる。（第17回 奥構成員）

➢ ミニサテ局や共聴施設等の設備をどうやって今後更新あるいは巻き取っていくのか、その具体的な進め方はなかなか難しいので、住民の方々への説
明の方法など、いろいろ考えないといけない点が多々ある。（第17回 伊東座長代理）

➢ 辺地共聴施設のケーブルテレビエリア化について、住民組合による共聴施設の運営形態から、ケーブルテレビによる積極的な巻き取りに移行すること
を期待するところ、移行するに当たり、負担すべき初期費用やランニングコストについて、視聴者への説明を十分に行っていただく必要がある。（第17
回 林構成員）

➢ 現時点では大きな課題が生じていない共聴施設も相当数あるように見受けられるが、今後、時間経過とともに状況が厳しくなるのも事実なので、そのよ
うな共聴施設に対して、適切な維持管理の継続をサポートし、また、故障などが生じた場合には、専門的、効果的なアドバイスを受けられるような支援
体制を構築しておくことも大事だと思うので、今後総務省において、取組の検討を進めていただきたい。（第17回 林構成員）

➢ 辺地共聴施設について、維持が難しくなり、その時点ではもう巻き取りも難しいというような状態になるということもあるので、住民が早めに最適な意思決
定ができるようなサポートをしていくことが公共の役割ではないか。（第17回 大谷構成員）

➢ 地デジからの二十年という一斉の老朽化に向けた巻き取りをどうやってこなしていくかの戦略と戦術が必要なのではないか。（第17回 瀧構成員）

➢ 公設設備の民設移行について、自治体の中には地域情報化の担い手としてこれまで大きな役割を果たしてきたが、過疎化を背景として、自治体側の
負担が大きくなっている中で近隣のケーブルテレビ事業者に事業譲渡を行うに当たり、通信設備の更新に対する支援が放送設備にないとすると、円滑
な譲渡ができないばかりか、譲渡もできずに運営も困難となり、放送サービスの提供に支障が生じる事態もあることを恐れており、総務省において、支
援策の検討、調整を適切に進めて頂けることを期待したい。また、譲渡に伴って住民負担が急に上がるというような事態が生じないような工夫が求めら
れるのではないか。（第17回 林構成員）

➢ 公設設備の民設移行について、放送設備も含めた一体的な公設設備の譲渡を実現するという意味では、ケーブルテレビ事業者が、放送も通信も提供
している事業者が多く、ケーブルテレビが受け入れ先として、貢献できる部分は大きいと思う。公正競争の確保という点にも留意する必要はあるが、
ケーブルテレビ事業者の積極的な役割を期待したい。（第17回 林構成員）

論点３に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

➢ 伝送手段にかかわらず、それが放送波であろうと、ケーブルテレビであろうと、ローカル５Ｇであろうと、最適な方法で放送コンテンツの受信環境を維持
するという方向で制度的対応を長期的には進めていかなければいけない。（第17回 大谷構成員）

➢ 世帯のカバー率からも明確だと思うが、視聴環境の確保という観点で、放送法上の一般放送と呼ぶ以上に重要性があるというか、非常に制度の中で
はしっかりとした位置づけにあるということをより明確に意識した議論が進められるべき。（第17回 瀧構成員）

➢ ケーブルテレビの中で規模にばらつきもあると思うので、影響力の大きさに応じて、民放並みなのかどうなのかはよく考えながら、規制の在り方なども
考えていければと思う。（第17回 落合構成員）

➢ 高築年数の共同住宅などの場合は、全国的に類似の問題を抱えているところが多いと思うので、ローカル５Ｇへの置き換えなどで共同住宅の成功事
例があれば、ぜひ全国に横展開すべく、情報共有を進めていただくことも必要なのではないか。（第17回 大谷構成員）

➢ ネットワークの基盤の中で特にケーブルテレビの方々の役割が大きくなっていく中で、今後設備投資という意味では光を進めていくことが重要ではな
いか。この中でどういう形で施策を進めていくと良いのか、場合によっては民放が担われている部分を、設備を持って事業を展開されている部分をあ
る種代わりに対応していただくような部分も出てくると思う。これに関しては、総務省とも連携して、施策も実施しながら行っていくことも必要ではないか。
（第17回 落合構成員）

➢ 通信の間の中でも重複での投資を避けていくことも人口減少社会の中で必要なインフラを維持していくという意味では重要な観点になってくるのでは
ないか。 （第17回 落合構成員）

➢ 基幹放送的な役割がケーブルテレビにも移ってきているという中において、制度的には、ルーラル地域において放送を支えていく何らかの仕組みが
必要かもしれない。放送と通信を単純に比較できるものではないが、住民目線に立てば、ルーラル地域において、ある種、ユニバの観点から、放送を
支えていく何らかの制度的支援の仕組みが必要ではないか。（第17回 林構成員）

【ヒアリング者の主な意見】

➢ ケーブル事業者、いろいろな考え方があるので、一概にそれで全部いけるとは限らないが、いずれにしても不採算ではなかなか対応がし切れない部
分については、自治体、また国のほうの助成などをいただきながら、なるべく住民の負担が増えないように、もしくは増えたとしても新たなサービスが展
開できるということで、御理解いただくレベルの負担にして、あと残りの部分を支援、国なり町なりから支援いただければスムーズにいけるのではないか。
（第17回 日本ケーブルテレビ連盟）

➢ 規模の小さいところの設備更新というのがなかなかできない部分があるので、そこに対する何らかの支援というものはやはり総務省のほうにお願いして
いきたいと同時に、辺地共聴であったり、小規模中継局のところの対応については、大きな企業、大きなケーブルテレビ事業者が関わるにしても、や
はりそこに対する費用は非常に大きくなるので、採算が取れないところにはなかなか頼まれてもできないというのが本音なので、そこに関しては何らか
の対応をしていただきたい。（第17回 日本ケーブルテレビ連盟）

論点３に関する構成員等の主な意見②



13【論点４】 情報空間の健全性確保

現状と課題

○ 第一次取りまとめにおいて、次のとおり取りまとめ。

・ 情報空間がインターネットを含めて放送以外にも広がる中、インターネット空間では、人々の関心や注目の獲

得ばかりが経済的な価値を持つアテンションエコノミーが形成され、フィルターバブルやエコーチェンバー、

フェイクニュースといった問題も顕在化。

・ 取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信等の放送の価値は、情報空間全体におけるインフォメー

ション・ヘルスの確保の点で、むしろこのデジタル時代においてこそ、その役割に対する期待が増している。

○ アテンションエコノミーによる、アテンションや時間の奪い合いによって生じるフィルターバブルやエコーチェン

バー（情報の「偏食」）の課題は、自己決定や民主主義に対する一定のリスクとなり得る。

○ インターネット上での偽情報や誤情報（偽情報等）への対応として、信頼あるコンテンツを提供する取組が必要

○ 情報空間の健全性確保に対して放送が役割を果たしていくためには、放送コンテンツに対する信頼性を確保

し続けていくことが重要



14【論点４】 情報空間の健全性確保

◆ 情報空間がインターネットを含めて放送以外にも広がる中、放送が、インフォメーション・ヘルスを実現し、民

主主義を維持するために重要な役割を果たすものであることを踏まえれば、①放送コンテンツの制作・流通を

促進すること（放送のサステナビリティ）、②促進に値する「実体」を自律性を担保しながら備えていくこと、が求

められるのではないか。

◆ ①について、偽情報等への対策、情報元の信頼性確保として、現在、オリジネーター・プロファイル技術研究

組合において、コンテンツ発信者情報を流通させる技術についての業界横断的な取組が開始されているところ、

放送においてもこうした取組に参画していくことが望まれるのではないか。

◆ ②については、放送に関して、偽情報に強いガバナンス、情報に対する透明性やアカウンタビリティを確保し

ていく必要があり、放送事業者においては自主的、自律的な取組を通じて適切に対応しているところ、ＳＮＳの

普及などデジタル時代の環境変化を踏まえてアップデートが必要となるものもあるのではないか。

◆ 例えば、放送法に定める訂正放送の制度は、放送の真実性を保障する手続きを定めることにより、より一層、

放送に対する信頼性を高めるとともに、迅速に被害者の権利を救済するものであるところ、情報空間の健全性

確保の観点から訂正放送制度の機能が十分に発揮されることが望ましく、デジタル時代の環境変化を踏まえ

て、その運用の在り方について検討することが適当ではないか。

◆ 検討においては、放送事業者の自主性・自律性が基本であることに十分配慮する必要があるのではないか。

論点（案）
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【構成員の主な意見】

➢ アテンション・エコノミーの中で放送がどのような役割、機能を果たしうるかという点について、放送は、情報的な健康を実現し、民主主義を維持するた
めに重要な役割を果たしうるのではないか。民放に関しては、アテンションを取ることは極めて重要なビジネスのモデルであるが、そこに全振りしないこ
とが放送法の中にも記述されているのではないか。（第16回 山本龍彦構成員）

➢ 放送政策の基本的な方向性としては、放送のコンテンツの制作流通というのをいかにして促進するのか、この促進に値する実体というものをいかにし
て、放送事業者の自律性を確保しながら担保していくのかの２つの方向性が求められているのではないか。（第16回 山本龍彦構成員）

➢ 促進に値する実体というものを、自律性を確保しながら担保するという点について、編集における、取材とか制作とか編集における透明性やアカウンタ
ビリティというものを確保していくことが、アテンション・エコノミーにおいて表示される他のコンテンツとの差分というものを設けるためにも重要になってく
るのではないか。（第16回 山本龍彦構成員）

➢ 偽情報等に強いガバナンスを改めて検討していく、整備していくことが重要ではないか。あまたある情報の答え合わせ機能というものを放送が担うとい
うことが重要ではないか。そのための対策というものをどのように自律性を確保しながら構築していくのかが重要ではないか。（第16回 山本龍彦構成
員）

➢ 放送としては、フィルターバブルに閉じ込める方向ではなく、いかに既に形成されているフィルターバブルを壊して、他者、ないし公共との関係を開くの
かというデータの活用が重要になってくる、いわば偏食をさせないための取組ということが重要になるのではないか。（第16回 山本龍彦構成員）

➢ 今のインターネットの世界でいろいろ真実か、偽情報なのかどうかも我々に判断ができないようなものがあふれかえっている中に、もし放送というのが出
ていったときには、ぜひそのお手本となるいろいろな振る舞いをしていただきたい。（第16回 長田構成員）

➢ 今はＳＮＳなどの情報を簡単に放送のコンテンツの中にも取り入れていることもあると思うが、それがかえってお墨つきを与えてしまっていて、フェイク
ニュースの拡散を手伝うようなことにもなっていることもあるとか、間違って放送した場合はどうやってそれを訂正するかと、ネット上でも拡散されたもの
はちゃんと削除していくようなことも必要ではないか。そういうお手本としてふるまっていってもらうために、放送事業者は、こういうふうにやっていってい
ただきたいということで、総務省でもガイドラインみたいなものを考えるときにも来ているのかと思っている。（第16回 長田構成員）

➢ 放送事業者がこういった情報空間の中でどういう形で役割を担っていくのかはますます重要になると思うし、そういう中で取材に裏打ちされたような情
報の提供だったりとか、偽情報、誤っている情報、こういったものが発信されている場合に打ち消しをしていくことも含めて、役割として考えられる部分
が出てくると思う。(第16回 落合構成員）

➢ メディアの中でも例えばＳＮＳなどのソースなども引用しながら報道されることもあると思うが、どうしても自らの取材活動だけでの制作もできない部分も
あると思う。どういう形でソースのスクリーニングをしていくのかや、万一、拡散した場合の訂正の放送、もしくは自らが関わられていないような範囲でも、
偽情報が拡散されている場合の対応をどうするのかといった辺りの把握も重要ではないか。 （第16回 落合構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

➢ 放送というのは、インターネットがなかった時代から現在まで、視聴率に代表されるように放送と同時に何人が見たかという毎分レベルの積分値で評価さ
れてきており、確かにリーチは広いが、後から見返すことができなかった。それが今、ＮＨＫプラスによって、同時配信や１週間キャッチアップとして可能
になった。ＮＯＤでは、過去番組のアーカイブ視聴も可能。比較的時間軸がずれても見られるようにはなってきた。しかし、ネット空間はそもそもストック
データで、ずっとそこにあり続ける。これは誤情報も含め、フェイクなニュースも含め、あり続けるということになる。ＮＨＫが立脚されているジャーナリズム
に従った参照点となるべき情報は、本来はずっと情報空間にあり続けなければいけないと思う。これは、日本国民にとっても便益に資するということだと
思う。しかしながら、「放送と同等の効用のあるものをネットに出します、場合によっては抑制的に、予算のキャップもはめてあまり大きくならないようにやり
ます」というような発言が続いている。私は非常にそこに懸念を抱く。ＮＨＫこそが、ネット側に未来永劫に残る状態で、つまり検索やＣｈａｔＧＰＴの教師
データとして残るようなものを常に出し続け、もちろん変更があれば訂正していくということは必要かと思うが、みんなが見に行ったときに、そこにあるとい
うことをつくるべきだと考える。ＮＨＫが考える「放送と同等の効用」にはあたらない、つまり音声や映像ではないテキストベースのものをちょっと抑制的に
するとして、ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢを場合によっては止めるかもしれないという報道がある。それはこの趣旨、志からは逆向きのベクトルだと感じる。（第19
回 奥構成員）

➢ 様々なインターネットにおける拡散対策もあると思うが、放送法の中では、９条のほうで訂正放送に関する事項がある。これは、９条１項のほうで申立てが
される場合で、２項において自ら自発的にという場合がそれぞれ書かれていると思う。この９条１項の場合について、これは実際どのくらい使われていて、
世の中の方々にとってどのくらいこれが周知されているのかがあるのではないかと思っている。この点については、使いやすくなるようにしていく、訂正放
送というものにアクセスしやすくなるようにしていく取組も重要ではないか。（第19回 落合構成員）

➢ ９条２項について、これも実際どういうよい形でこれが使われているか。今回、様々な訂正の在り方だとか、誤情報の拡散抑止の在り方は、御発表いただ
いたことも含めて、ある種のグッドプラクティスになり得るものを御紹介いただいていると思うが、この９条２項などとの関係も踏まえて、よい事例などはこう
いった発表をされることも含めて共有されていくことが重要ではないか。（第19回 落合構成員）

➢ ＮＨＫ自身が流された放送の中で誤りがあった場合の対応について、特に完全に誤った情報として伝わった場合の訂正の仕方だが、放送でそれが流
れたものに対して、ネット上でまず訂正が行われるというようなことを経験している。それはやはり放送での訂正は、やはり放送でもきちんと行っていくべ
き。なぜ完全に事実と違うような情報の伝え方をしてしまったのかということも含めて、視聴者に対してきちんと説明をすることがないと、番組や放送局に
対する信頼度というのはやはり落ちてしまうと思うので、そういう丁寧な訂正の仕方みたいなものがＮＨＫで、もしないとしたら、ぜひそれは自主的に何か
対応を考えていっていただければ。（第19回 長田構成員）

➢ NHKは世界各国のメディアとも連携し、国際発信にも積極的と思うが、さらに踏み込んで、今後その連携を超えて、日本がニュースの信頼性のために世
界をリードする取組も期待している。（第19回 林構成員）

論点４に関する構成員等の主な意見②



17【論点５】 コーポレートガバナンス

◆ 放送分野に求められるコーポレートガバナンスとして、何を重視して、何に取り組むべきか、引き続き検討す
ることが必要ではないか。

◆ 地域情報の発信というローカル局が果たしてきた役割が、地域社会にいっそう認知され、また、その役割を
より強化していくために必要な取組を「放送分野のコーポレートガバナンス」と捉え、放送事業者に求められる
取組について具体的に検討する必要があるのではないか。

◆ その際、ローカル局の役割として、地域情報の発信、地域の強みの地域住民との共有といった、地域の文

化・産業の基盤となることが考えられることから、その役割を担い、十分果たすことができるよう、例えば、人材
戦略や経営戦略の策定により経営基盤を強化することや、地域社会からの付託に応えられるよう財源や体制
に関する情報を開示するといったことが考えられるのではないか。

現状と課題

論点（案）

○ コーポレートガバナンスについては、規制改革実施計画（令和５年６月１６日閣議決定）において「放送事業
者が社会的な役割と責任を負っていることに鑑み、地域における放送番組の質を高められるよう、番組制作力
の維持・向上のための人材戦略や経営戦略の策定の慫慂等も含めたコーポレートガバナンスの強化について
検討する」とされている

○ コーポレートガバナンスとは、「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透
明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」（東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」）
と定義されている

○ 民間放送事業者においては、日本民間放送年鑑を通じて財務や役員の情報開示に努めるとともに経営基盤
の強化について、事例集の共有など自主的な取組が進められている

○ ローカル局の重要な役割である地域情報の発信が引き続き果たせるよう、戦略的な取組が必要
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【構成員の主な意見】

➢ 放送事業者の価値を発揮するための取組を求めるというのがコーポレートガバナンスの趣旨だと思っている。放送事業者については、ＮＨＫだけに限
らず、民放の方々も公共性を有する立場だと思っており、二元体制の中でより情報発信の実質化が求められる状況を踏まえていく必要がある。（第15
回 落合構成員）

➢ 民間放送局においては、放送番組の質を高めていただくためのビジョンや、戦略・指標を作成していただき、発信していくことを求めていくのが、ガバ
ナンスの議論の本質として必要ではないか。この情報空間を適切に形成するための仕組みを整備するということで、情報空間における地域情報の確
保を進めて、地域の適切な芸能や文化の保持に努めることが必要になると考えている。（第15回 落合構成員）

➢ ローカル局の中には非上場企業も多く、自治体や地元企業の支援を求めるといった、財政的に厳しい状況にある放送局もある中で、積極的に放送局
自身が果たそうとしている社会的責任や、その財源や体制が十分に開示をされ、社会的な付託に応えられるような体制が整えられていくことが期待さ
れるのではないか。必要があれば、環境整備を検討することもあり得る。（第15回 落合構成員）

➢ この業界の場合、株主や市場からの圧力が必ずしも良い結果を生むとも限らないし、むしろ一般の事業者と比べて弊害が大きいように思う。他方で、経
営に対する外部の透明性という観点は、非上場のマスメディア事業者であっても非常に重要。デジタル時代における放送制度の在り方における、既存
メディア業界の経営に対する外部から見たガバナンスや透明性等の観点と、諸課題との関係性について、広範囲にいろいろヒアリングをしながら、個別
企業の事情や地方の特殊事情を勘案した上で、慎重かつ果敢に検討していく必要があるのではないか。（第15回 林構成員）

➢ 情報の自主的な開示の部分で、日本民間放送年鑑の内容が一般のいろいろな方の目につくことはかなり少ないのではないか。そういった意味では、
やはり情報の積極的な開示というのは、より一層いろいろな方に見やすい形で情報発信していただければと思う。これは既に公表自体はある種、出版
されているものではあると思うので、一定の調整を行いながら実施し得る話ではないか。 （第19回 落合構成員）

➢ 地域情報の発信がローカル局の果たしている最大の価値の一つだと思っている。そういった役割をしっかり果たしていただくために、さらにこれを強力
に推進していくために、どういうことができるのかということである。経営基盤強化につながっていくような取組をぜひ行っていただけないか。（第19回
落合構成員）

➢ これからの時代が変わっていく中で、より一層地域情報を発信していくことに対する役割が特に重要な役割になりつつも、経営環境としては厳しくなると
いう中で、戦略的に取組を進めていっていただくということで、ぜひ最終的にできる限り多くの事業主体に情報発信を続けていただきたい。そういった
観点で、また、できる範囲で、今後どういった施策ができるかを検討させていただければと思う。（第19回 落合構成員）

➢ 一斉再免許の際の厳格な審査の結果であるとか、あるいは最近の経営ガバナンスの取組みたいなものについて、視聴者や一般国民に周知していた
だく工夫もあってもよいのではないか。地元のローカル局のサスティナビリティというのは非常に関心を持っているので、その点、工夫があってもよいの
かなと思う。（第19回 林構成員）

➢ 自らの事業とその価値を伝えるということだけではなく、放送メディアの意義と価値についてもぜひ伝えていただき、放送の果たす役割についての理解
増進を図っていただきたい。この点に関しては、民放だけではなくＮＨＫにも期待している。（第19回 伊東座長代理）

➢ 公益的な義務を果たしているという放送局の国民への説明責任として、ウェブサイトを利用して広く情報開示していくということが求められるのではない
か。（第19回 飯塚構成員）

論点５に関する構成員等の主な意見①
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【構成員の主な意見】

➢ 例えば認可業である銀行業では全国銀行協会が半期ごとに全国銀行財務諸表分析というものをエクセルでまとめて出しているだけでなく、個別行の
決算もエクセルで出している。よく証券市場にいるアナリストたちがこれを分析の対象にして、この業界の本当の大変なところはこの辺だとか、ちゃんと
要因分析ができるように、全銀協というのは結構いろいろとディスクロをやられてきている。当然、放送は銀行業界とか金融業とは違って、お金を預か
るという業でもないし、公表に至るまでの歴史が違うことはあるとは思うが、年鑑の中で既にディスクロがされているものくらいはエクセルで横並びにし
て公表されてみてはいかがではと思っており、それを打診したい。（第19回 瀧構成員）

➢ サステナビリティの中でもこの項目は私たちが特に会社としての強みを有しているとか、その地域において問題解決をするべきだと強く信じているとい
う優先順位をつけることが上場会社には求められる流れがあり、この考え方を非上場の会社にももう少し敷衍していけないか。（第19回 瀧構成員）

➢ 地域情報の発信だけではなくて、地域の文化形成も含めた文化・産業の基盤にもなるという意欲を示していただいたと思うし、非常に重要な役割だと
思う。そのために、経営基盤強化もやはり重要なので、そちらもポイントに置いていただきたい。（第19回 落合構成員）

➢ 地方公共団体との出資も例が増えてきている。利害関係についてどう考えていくかもまた重要な課題になると思う。もちろん、地方公共団体と密接に
行っていかなければ事業としてなかなか難しいものもある中だとは思うが、例えば監査法人の中でも、コンサルティングファームと監査部門でいろいろ
ウォールを引いたりとか、いろいろ利害関係の整理の仕方はあると思うので、ぜひそういった点も踏まえながら、しっかりと民主主義の基礎となるような
情報を発信できるような取組を進めていただきたい。（第19回 落合構成員）

論点５に関する構成員等の主な意見②
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＜① 放送コンテンツの受信環境の維持＞

◆ 放送は、多くの国民・視聴者に同時に同一の情報を提供することができる手段であり、また、信頼あるコンテ

ンツが流れることが担保された環境として、企業からの広告ニーズに応え、広告料収入をもとに更なる番組の

質の向上を図るというエコシステムが形成されてきた。広告料収入が減少傾向にある中、このような放送のエ

コシステムの基盤を維持・強化するための取組について引き続き検討を進める必要があるのではないか。

◆ 若者のテレビ離れが進む中において、質の担保された信頼ある放送コンテンツのリーチを放送・配信の両面

で確保する観点から、放送コンテンツのインターネット配信の取組を強化する必要があるのではないか。

◆ また、インターネット配信の取組の強化は、権利者にとってもクリエイターに対して対価を還元する機会を増

やすことに繋がるものであるが、取組を強化するに当たっては、適正な権利処理がなされることが前提である

ことに留意する必要があるのではないか。
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【構成員の主な意見】

➢ 視聴する側の情報空間は確実にネット側が普及しているという中で、放送の利用者でないときには、正直なところ、かなり情報が収集され活用されて

いるという現状があるという事実をちゃんと踏まえた上で、この方向性を考えることが大事だと思っている。それは、利用者の側にとっては、従来であれ

ば仮説のレベルで例えば非常に怖いと思っていたことが、今はもう少し現実として既に許容度が増しているという観点もあると思う。（第19回 瀧構成

員）

➢ 広告自体の価値を、本来の公平性をゆがめない形で上げることができる余地があると思っており、様々な情報の保護に関する慎重であるべき議論が

あるとは思うが、その可能性をちゃんと考えることは大事。（第19回 瀧構成員）

➢ 企業のマーケティングニーズ、広告主のニーズに応えるためのデータの整備の必要性ということを問題提起していただいたと思っており、いかに視聴

者にとって安心できる形でデータ分析の材料を提供する仕組みが整えられるかというのは、恐らく少し時間をかけて議論しなければいけないテーマだ

と思う。（第19回 大谷構成員）

➢ 放送のコンテンツが、電波であるのか、配信であるのか、それぞれの方法が出てきているが、これらを統合して、さらに広告価値を高めるような形にして

いかないと、広告というものに依存する民放のビジネスは、インターネットプラットフォーマーとの競争関係を維持していくのが難しいのではないかとい

う話であったのではないか。（第19回 落合構成員）

➢ 著作権集中管理事業は取引費用の削減やクリエーターへの確実な対価還元という点でもきわめて重要な機能を担っている。（第18回 林構成員）

➢ クリエーターの方々と放送事業者が共にしっかり収益を確保できるような形、これは極めて重要なことだと思う。どちらかだけがずっとうまくいく、そういう

エコシステムはないと理解している。（第18回 落合構成員）

➢ 適正な使用料の支払いがないと、コンテンツを供給していただく方がいなくなる。これはほかのワーキングの中でもやはり、放送局だけではなくて、制

作に関わる方であったり、素材を提供される方、こういう方も含めて、しっかりエコシステムが回っていくことが大事ではないかと議論させていただいて

いるところでもある。そういった特に決まった対価が払われないといったようなことであると、適切ではない。（第18回 落合構成員）

その他の論点に関する構成員等の主な意見


